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○
電
波
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
（
抄
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

（
電
波
利
用
料
の
納
付
を
要
し
な
い
無
線
局
） 

（
電
波
利
用
料
の
納
付
を
要
し
な
い
無
線
局
） 

第
十
二
条 

法
第
百
三
条
の
二
第
十
四
項
本
文
の
政
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
二
条 

法
第
百
三
条
の
二
第
十
四
項
の
政
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。 

一 

気
象
庁
が
気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
十
三

条
に
規
定
す
る
警
報
に
関
す
る
事
務
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設

す
る
無
線
局
（
専
ら
当
該
事
務
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る

も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
人
工
衛
星
の
無
線
局
で
あ
る
も
の
及
び
当
該
人

工
衛
星
の
無
線
局
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
も
の 

一 

気
象
庁
が
気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
十
三

条
に
規
定
す
る
警
報
に
関
す
る
事
務
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設

す
る
無
線
局
（
専
ら
当
該
事
務
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る

も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
人
工
衛
星
の
無
線
局
で
あ
る
も
の
及
び
当
該
人

工
衛
星
の
無
線
局
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
も
の 

二 

内
閣
官
房
が
開
設
す
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
内
閣
官
房
組
織
令
（
昭
和
三
十

二
年
政
令
第
二
百
十
九
号
）
第
四
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
情
報
収

集
衛
星
の
無
線
局
で
あ
る
も
の
及
び
当
該
情
報
収
集
衛
星
の
無
線
局
を
通
信
の

相
手
方
と
す
る
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
無
線
局
の
適
切
な
運
用
を
確
保
す
る
た

め
に
必
要
な
通
信
を
行
う
も
の 

二 

内
閣
官
房
が
開
設
す
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
内
閣
官
房
組
織
令
（
昭
和
三
十

二
年
政
令
第
二
百
十
九
号
）
第
四
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
情
報
収

集
衛
星
の
無
線
局
で
あ
る
も
の
及
び
当
該
情
報
収
集
衛
星
の
無
線
局
を
通
信
の

相
手
方
と
す
る
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
無
線
局
の
適
切
な
運
用
を
確
保
す
る
た

め
に
必
要
な
通
信
を
行
う
も
の 

三 

内
閣
府
が
開
設
す
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第
三
項
第

七
号
の
七
の
人
工
衛
星
等
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
百
八
十
五

号
）
に
規
定
す
る
測
位
の
用
に
供
す
る
た
め
の
信
号
を
送
信
す
る
こ
と
を
主
た

る
目
的
と
す
る
人
工
衛
星
の
無
線
局
で
あ
る
も
の
及
び
当
該
人
工
衛
星
の
無
線

局
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
も
の
（
専
ら
法
第
百
三
条
の
二
第
十
四
項
第
十
二

号
に
定
め
る
事
務
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
を
除
く

。
） 

三 

内
閣
府
が
開
設
す
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第
三
項
第

七
号
の
七
の
人
工
衛
星
等
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
百
八
十
五

号
）
に
規
定
す
る
測
位
の
用
に
供
す
る
た
め
の
信
号
を
送
信
す
る
こ
と
を
主
た

る
目
的
と
す
る
人
工
衛
星
の
無
線
局
で
あ
る
も
の
及
び
当
該
人
工
衛
星
の
無
線

局
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
も
の
（
専
ら
法
第
百
三
条
の
二
第
十
四
項
第
十
二

号
に
定
め
る
事
務
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
を
除
く

。
） 
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○
電
波
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
七
号
）
（
抄
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

（
定
義
等
） 

第
一
条 

（
略
） 

（
定
義
等
） 

第
一
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

空
中
線
電
力
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
未
満
の
多
重
無
線
設
備
（
法
第
四
条
第
二
号
の
適

合
表
示
無
線
設
備
を
除
く
。
）
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基
幹
放
送

局
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
を
除
く
。
）
の
送
信
機
で
五
〇
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
上
の
周
波

数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
こ
の
政
令
の
適
用
に
関
し
て
は
、
空
中
線
電
力

五
〇
〇
ワ
ッ
ト
（
移
動
す
る
無
線
局
に
係
る
も
の
で
空
中
線
電
力
五
〇
ワ
ッ
ト
未

満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
空
中
線
電
力
五
〇
ワ
ッ
ト
）
の
送
信
機
と
み
な
す
。 

３ 

空
中
線
電
力
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
未
満
の
多
重
無
線
設
備
（
法
第
四
条
第
一
項
第
二

号
の
適
合
表
示
無
線
設
備
を
除
く
。
）
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基

幹
放
送
局
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
を
除
く
。
）
の
送
信
機
で
五
〇
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
上

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
こ
の
政
令
の
適
用
に
関
し
て
は
、
空
中

線
電
力
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
（
移
動
す
る
無
線
局
に
係
る
も
の
で
空
中
線
電
力
五
〇
ワ

ッ
ト
未
満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
空
中
線
電
力
五
〇
ワ
ッ
ト
）
の
送
信
機
と
み
な

す
。 

４ 

空
中
線
電
力
一
ワ
ッ
ト
を
超
え
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
電
話
の
送
信
機
で
九
〇

三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
九
〇
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も

の
（
法
第
四
条
第
二
号
の
適
合
表
示
無
線
設
備
の
み
を
使
用
す
る
無
線
局
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
政
令
の
適
用
に
関
し
て
は
、
空
中
線
電
力
一
ワ
ッ
ト

の
送
信
機
と
み
な
す
。 

５ 

振
幅
変
調
型
式
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
信
で
変
調
波
に
つ
い
て
電
鍵
開
閉

操
作
が
行
わ
れ
る
も
の
の
送
信
機
は
、
こ
の
政
令
の
適
用
に
関
し
て
は
、
当
該
操

作
に
つ
き
、
そ
の
規
模
が
、
当
該
送
信
機
の
当
該
操
作
に
係
る
空
中
線
電
力
に
相

当
す
る
ワ
ッ
ト
数
に
四
十
分
の
十
五
を
乗
じ
て
得
た
ワ
ッ
ト
数
の
も
の
と
み
な
す

。 

４ 

空
中
線
電
力
一
ワ
ッ
ト
を
超
え
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
電
話
の
送
信
機
で
九
〇

三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
九
〇
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も

の
（
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
適
合
表
示
無
線
設
備
の
み
を
使
用
す
る
無
線
局

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
政
令
の
適
用
に
関
し
て
は
、
空
中
線
電
力
一

ワ
ッ
ト
の
送
信
機
と
み
な
す
。 

５ 

振
幅
変
調
型
式
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
信
で
変
調
波
に
つ
い
て
電

鍵け

ん

開

閉
操
作
が
行
わ
れ
る
も
の
の
送
信
機
は
、
こ
の
政
令
の
適
用
に
関
し
て
は
、
当
該

操
作
に
つ
き
、
そ
の
規
模
が
、
当
該
送
信
機
の
当
該
操
作
に
係
る
空
中
線
電
力
に

相
当
す
る
ワ
ッ
ト
数
に
四
十
分
の
十
五
を
乗
じ
て
得
た
ワ
ッ
ト
数
の
も
の
と
み
な

す
。 
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○
登
録
免
許
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
（
抄
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

（
無
線
局
の
免
許
又
は
登
録
で
課
税
し
な
い
も
の
の
範
囲
） 

第
十
二
条 

法
別
表
第
一
第
五
十
四
号
㈠
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、

次
に
掲
げ
る
無
線
局
と
す
る
。 

（
無
線
局
の
免
許
又
は
登
録
で
課
税
し
な
い
も
の
の
範
囲
） 

第
十
二
条 

（
同
上
） 

一
～
四 

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 

五 

実
験
等
無
線
局
（
電
波
法
第
四
条
の
二
第
二
項
（
次
章
に
定
め
る
技
術
基
準

に
相
当
す
る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
無
線
設
備
に
係
る
特
例
）
に
規
定
す

る
実
験
等
無
線
局
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
前
各
号
に
掲
げ
る

無
線
局
以
外
の
無
線
局
で
、
そ
の
有
す
る
基
本
送
信
機
（
電
波
法
関
係
手
数
料

令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
七
号
）
第
一
条
第
一
項
第
一
号
（
定
義
）
に

規
定
す
る
基
本
送
信
機
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
模
が
空
中
線

電
力
（
レ
ー
ダ
ー
に
つ
い
て
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
た

空
中
線
電
力
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
五
百
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の 

五 

実
験
等
無
線
局
（
電
波
法
第
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
無
線
局
を
い

う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
前
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
以
外
の
無
線
局

で
、
そ
の
有
す
る
基
本
送
信
機
（
電
波
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
三
年
政

令
第
三
百
七
号
）
第
一
条
第
一
項
第
一
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
基
本
送
信
機

を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
模
が
空
中
線
電
力
（
レ
ー
ダ
ー
に
つ

い
て
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
空
中
線
電
力
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
五
百
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の 

六 

無
線
局
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
が
当
該
免
許
を
受
け
た
無
線
局
（
実
験
等

無
線
局
及
び
前
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
の
全
部
又
は

一
部
の
み
を
使
用
し
て
開
設
す
る
他
の
無
線
局 

六 

無
線
局
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
が
当
該
免
許
を
受
け
た
無
線
局
（
実
験
等

無
線
局
及
び
前
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
の
全
部
又
は

一
部
の
み
を
使
用
し
て
開
設
す
る
他
の
無
線
局 

２ 

法
別
表
第
一
第
五
十
四
号
㈡
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
登
録
は
、
基
本
送
信

機
の
規
模
が
空
中
線
電
力
五
百
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
局
の
登
録
と
す
る
。 

２ 

法
別
表
第
一
第
五
十
四
号
㈡
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
登
録
は
、
基
本
送
信

機
の
規
模
が
空
中
線
電
力
五
百
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
局
の
登
録
と
す
る
。 

  
 



 

- 4 - 

○
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
五
十
五
号
）
（
抄
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

（
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
電
波
法
の
適
用
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
） 

第
九
条 

法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
電
波
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け

る
同
法
の
規
定
の
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
電
波
法
の
適
用
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
） 

第
九
条 

（
同
上
） 

読
替
え
に
係
る

電
波
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
四
条
第
二
号 

    

第
三
十
八
条
の
四
十
四
第

三
項 

第
三
十
八
条
の
四
十
四
第

三
項
（
相
互
承
認
実
施
法

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
場
合
を
含
む
。
） 

無
線
設
備
（
第
三
十
八
条

の
二
十
三
第
一
項
（
第
三

十
八
条
の
二
十
九
、
第
三

十
八
条
の
三
十
一
第
四
項

及
び
第
六
項
並
び
に
第
三

十
八
条
の
三
十
八
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
り
表
示

が
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の

と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
除

く
。
以
下
「
適
合
表
示
無

線
設
備
」
と
い
う
。
） 

無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
第

三
十
八
条
の
二
十
三
第
一

項
（
第
三
十
八
条
の
二
十

九
（
相
互
承
認
実
施
法
第

三
十
三
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
三
十
八
条
の
三
十
一

第
四
項
及
び
第
六
項
並
び

に
第
三
十
八
条
の
三
十
八

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

並
び
に
相
互
承
認
実
施
法

読
替
え
に
係
る

電
波
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
四
条
第
一
項

第
二
号 

    

（
同
上
） 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

           

（
同
上
） 
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第
三
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
り
表
示
が

付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と

み
な
さ
れ
た
も
の
以
外
の

も
の
（
以
下
「
適
合
表
示

無
線
設
備
」
と
い
う
。
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

        

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

  




